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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
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十
年
十
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五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤　

務　

場　

所

指
定
年
月
日

肢

体

不

自

由

濵

﨑

清

利

国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
新
別
府

病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
三
八
九
八
番
地

平
三
〇
・　

九
・
二
〇

ぼ

う

こ

う

又

は

直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

平

林

康

宏

医
療
法
人
恵
愛
会　

中
村
病
院

別
府
市
秋
葉
町
八
番
二
四
号

〃

心
臓
の
機
能
障
害

日

野

昭

宏

大
分
県
済
生
会　

日
田
病
院

日
田
市
大
字
三
和
六
四
三
番
地
の
七

〃

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

音

声

・

言

語

機

能

障

害

そ

し

ゃ

く

平

本

 

準

サ
ン
ラ
イ
ズ
酒
井
病
院

速
見
郡
日
出
町
三
一
五
六
番
地
一

〃

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。
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貞

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
黒
松
字
長
畑
一
四
八
六
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
一
四
八
六
番

　

三
二　

指
定
の
目
的

   　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠  

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
豊
肥
振
興
局
並
び
に
豊
後
大
野
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
一
の
と
お
り
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
施
行
令
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日
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貞

一　

届
出
事
項

　

１　

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

杵
築
市
大
字
片
野
千
百
五
十
番
地
二
百
十
一

　
　
　
　

矢
野　

直
喜

　
　
　

杵
築
市
大
字
片
野
九
百
九
十
番
地
の
三

　
　
　
　

中
根　

哲
哉

　
　
　

杵
築
市
大
字
熊
野
二
百
九
十
八
番
地

　
　
　
　

木
元　

勝
典

　

２　

加
入
区

　
　
　

杵
築
市
加
入
区

　

３　

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

二　

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　

㈠　

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
五
番
七
号

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

　
　

㈡　

杵
築
市
大
字
守
江
四
千
七
百
七
十
七
の
五

　
　
　
　

大
分
県
漁
業
協
同
組
合
杵
築
支
店
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
六
百
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
都
市

計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

大
分
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

大
分
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　
　

大
分
市
公
共
下
水
道

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

変
更
前　

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
　

変
更
後　

昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　

（
稙
田
処
理
区
）

　

昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号
、
昭
和
五
十
五
年
大
分
県
告
示
第
千
四
百
八
十
七
号
、

昭
和
六
十
年
大
分
県
告
示
第
千
四
十
八
号
、
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号
、
平
成

四
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号
、
平
成
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
、
平
成
十
一
年
大
分

県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
二
年
大
分
県
告
示
第
八
百
六
十
八
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示

第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
及
び
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百
四

号
の
事
業
地
に
大
字
旦
野
原
字
サ
サ
コ
ヱ
及
び
字
連
田
の
各
一
部
並
び
に
大
字
中
判
田
字
猿
喰
の
一
部

を
追
加
す
る
。

（
中
央
処
理
区
）

　

昭
和
四
十
七
年
大
分
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号
、
昭
和
四
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
二
号
、
昭
和

五
十
一
年
大
分
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号
、
平
成
元
年
大
分
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号
、
平
成
三
年

大
分
県
告
示
第
千
十
八
号
、
平
成
七
年
大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号
、
平
成
十
一
年
大
分
県
告
示
第

五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
六
年
大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号
、
平
成
十
八
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五
号
、

平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百
四
号
、
平
成
二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号
及
び
平
成
二

十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
の
事
業
地
に
大
字
荏
隈
字
中
嶋
の
全
部
並
び
に
大
字
荏
隈
字
中

洲
の
一
部
、
大
字
賀
来
字
中
川
原
の
一
部
、
賀
来
南
一
丁
目
の
一
部
並
び
に
大
字
生
石
字
久
保
田
の
一
部

を
追
加
す
る
。

（
東
部
処
理
区
）

　

昭
和
四
十
八
年
大
分
県
告
示
第
百
十
二
号
、
昭
和
六
十
年
大
分
県
告
示
第
千
四
十
八
号
、
平
成
三
年

大
分
県
告
示
第
千
十
八
号
、
平
成
十
一
年
大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県
告

示
第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七

百
七
十
一
号
及
び
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
の
事
業
地
に
大
字
羽
田
字
千
鳥
、

字
川
田
、
字
堀
川
、
字
久
保
、
字
東
小
路
、
字
姫
尻
、
字
小
山
、
字
沖
、
字
甚
平
、
字
穴
井
前
、
字

鳥
井
本
、
字
姫
口
、
字
川
原
田
、
字
辻
堂
、
字
下
、
字
中
下
、
字
前
田
、
字
竹
ノ
下
、
字
上
サ
、
字

産
木
、
字
下
津
留
、
字
狭
間
、
字
栗
ノ
木
及
び
字
横
田
の
全
部
並
び
に
大
字
羽
田
字
大
日
前
、
字
大

日
山
前
、
字
岩
屋
、
字
片
平
、
字
狐
ノ
尾
、
字
小
迫
及
び
字
迫
の
各
一
部
、
大
字
皆
春
字
西
ノ
浦
、

字
無
田
ノ
上
、
字
土
井
、
字
内
門
、
字
鍛
冶
畑
、
字
赤
池
、
字
新
田
、
字
北
の
浦
、
字
三
舛
代
、
字
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中
ノ
江
及
び
字
大
川
渕
の
全
部
並
び
に
大
字
皆
春
字
ヲ
ン
子
、
字
前
川
渕
及
び
字
サ
ル
ガ
キ
の
各
一

部
、
大
字
葛
木
字
下
代
の
全
部
並
び
に
大
字
葛
木
字
野
中
、
字
堤
ノ
元
、
字
東
畑
、
字
北
崎
、
字
長

溝
、
字
東
屋
敷
、
字
井
ノ
谷
、
字
明
谷
庵
、
字
瑞
寿
院
、
字
畑
中
、
字
中
原
、
字
松
原
口
、
字
大
井
、

字
東
表
及
び
字
友
広
の
各
一
部
、
大
字
森
字
葛
木
畑
、
字
荷
原
、
字
大
三
郎
、
字
浦
門
、
字
簾
、
字

太
郎
丸
、
字
太
田
、
字
鳥
帽
子
、
字
美
造
子
、
字
嶋
ノ
下
、
字
五
郎
丸
、
字
西
町
、
字
東
町
、
字
大

渡
及
び
字
竹
ノ
下
の
全
部
並
び
に
大
字
森
字
荒
木
、
字
曲
尺
手
、
字
北
原
、
字
久
保
山
、
字
宮
田
、

字
川
淵
、
字
迫
、
字
芝
田
、
字
光
正
寺
、
字
瑞
正
寺
、
字
乗
越
、
字
鍬
原
、
字
斗
太
、
字
大
嶋
及
び

字
六
反
田
の
各
一
部
、
大
字
森
町
字
赤
瀬
通
、
字
東
下
町
通
、
字
砂
原
通
、
字
無
田
上
ノ
通
、
字
切
戸

通
、
字
外
園
通
、
字
栗
板
通
、
字
西
上
町
通
、
字
東
中
町
通
、
字
表
通
、
字
内
中
島
通
、
字
東
町
通
、

字
西
中
町
通
、
字
西
下
町
通
、
字
竹
藤
通
、
字
吐
合
通
、
字
三
舛
田
通
、
字
瀬
口
通
、
字
寺
畑
通
及
び

字
北
斗
通
の
全
部
並
び
に
大
字
森
町
字
土
手
ノ
外
通
の
一
部
、
大
字
片
島
字
薮
田
、
字
川
原
畑
、
字
新

屋
敷
、
字
西
藤
、
字
下
川
田
、
字
下
津
留
、
字
中
道
、
字
上
川
田
、
字
伏
子
、
字
田
渕
、
字
中
、
字

上
、
字
園
、
字
横
小
路
、
字
田
中
、
字
川
原
田
、
字
中
ノ
坪
及
び
字
辻
堂
の
全
部
並
び
に
大
字
片
島
字

上
川
原
、
字
大
門
、
字
尻
込
、
字
中
新
田
、
字
川
原
屋
、
字
船
橋
、
字
川
表
、
字
橋
爪
、
字
嘉
助
屋

敷
、
字
前
田
、
字
山
崎
、
字
加
倉
、
字
真
似
居
、
字
牛
踏
、
字
木
ノ
元
及
び
字
狐
尾
の
各
一
部
、
か
た

し
ま
台
一
丁
目
の
一
部
、
か
た
し
ま
台
二
丁
目
の
一
部
、
か
た
し
ま
台
三
丁
目
の
一
部
、
大
字
横
尾

字
穴
井
及
び
字
若
宮
の
各
一
部
、
大
字
下
郡
字
長
迫
の
一
部
並
び
に
藤
の
台
の
一
部
を
追
加
す
る
。

（
大
在
処
理
区
）

　

昭
和
五
十
三
年
大
分
県
告
示
第
百
三
十
二
号
、
昭
和
六
十
二
年
大
分
県
告
示
第
九
百
三
十
号
、
平
成

十
一
年
大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
、
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号
、
平
成
十
六
年

大
分
県
告
示
第
百
九
十
九
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
五
十
四
号
、
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第

千
百
七
号
、
平
成
十
八
年
大
分
県
告
示
第
六
百
五
号
、
平
成
十
九
年
大
分
県
告
示
第
五
百
四
号
、
平
成

二
十
四
年
大
分
県
告
示
第
七
百
七
十
一
号
及
び
平
成
二
十
七
年
大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号
の
事
業

地
に
大
字
迫
字
岩
下
の
全
部
並
び
に
大
字
迫
字
広
町
、
字
新
殿
、
字
徳
平
及
び
字
迫
谷
の
各
一
部
、
大

字
三
佐
字
地
蔵
元
の
一
部
、
三
佐
五
丁
目
の
一
部
、
大
字
種
具
字
田
代
及
び
字
西
受
の
各
一
部
並
び
に
大

字
丹
生
字
岡
辻
、
字
上
辻
、
字
長
尾
及
び
字
大
丸
の
各
一
部
を
追
加
す
る
。

（
南
部
処
理
区
）

　

昭
和
六
十
一
年
大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号
、
昭
和
六
十
一
年
大
分
県
告
示
第
九
百
四
十
号
、
平

成
元
年
大
分
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号
、
平
成
二
年
大
分
県
告
示
第
九
百
三
十
六
号
、
平
成
四
年
大

分
県
告
示
第
千
二
十
一
号
、
平
成
十
年
大
分
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号
及
び
平
成
十
四
年
大
分
県
告
示

第
五
百
六
十
六
号
の
事
業
地
に
大
字
中
戸
次
字
東
浦
の
全
部
並
び
に
大
字
中
戸
次
字
東
道
条
、
字
荒
内

及
び
字
西
道
条
の
各
一
部
並
び
に
大
字
下
戸
次
字
中
姉
子
の
一
部
を
追
加
す
る
。

　

２　

使
用
の
部
分

　
　

（
稙
田
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
中
央
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
東
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
大
在
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

　
　

（
南
部
処
理
区
）

　
　
　

変
更
な
し

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

中
津
市
大
字
牛
神
字
浜
田
百
九
十
六
番
三
十
五
ほ
か
二
十
五
筆
及
び
百
九
十
六
番
二
ほ
か
一
筆
の
各
一

部
並
び
に
百
九
十
六
番
三
十
五
ほ
か
十
二
筆
の
各
地
先
里
道
及
び
二
百
十
番
一
ほ
か
五
筆
の
各
地
先
水
路

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

九
千
九
百
八
十
三
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

中
津
市
東
本
町
三
番
地
の
七

　
　
　

ア
シ
ス
ト
・
ハ
ク
ユ
ウ
不
動
産
株
式
会
社

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

伊　

藤　

博　

文

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
九
月
十
日


